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臨時株主総会招集のための基準日設定の取消しに関するお知らせ 

 

 当社は、2026 年１月 13 日に公表いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」

において、2026年２月９日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定である旨をお知らせいたしましたが、

本日開催の取締役会において、当該基準日に係る臨時株主総会の開催を中止することを決定いたしましたので、

当該基準日の設定を取り消しいたします。 

当社は、監査等委員会設置会社への移行のための一連の議案等を検討してまいりましたが、検討または対処

すべき課題等について、引き続き審議する必要があるとの判断から、今回の決議に至った次第です。 

今後、この件に関しまして開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 
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